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 議   第  １６５  号   

平成２４年 ６ 月 ４ 日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表中５１の項を５４の項とし、４８の項から５０の項までを３項ずつ繰り下げ、

４７の項を４９の項とし、同項の次に次のように加える。 

５０ 教育委員会 

熊本市学校規 

模適正化検討 

委員会 

小学校及び中学校の学校規模の適正化に向

けた事項に関する基本的な考え方及び具体

的な方策について検討する。 

 別表中４６の項を４８の項とし、３７の項から４５の項までを２項ずつ繰り下げ、

同表３６の項中「指定管理者制度に係る候補者の選定及び適正な管理運営の履行の確

保（以下「指定管理者候補者選定等」という。）」を「指定管理者候補者選定等」に改

め、同項を同表３８の項とし、同項の前に次のように加える。 

３７ 市長 

企画振興局指 

定管理者候補 

者選定委員会 

企画振興局が所管する公の施設の指定管理

者制度に係る候補者の選定及び適正な管理

運営の履行の確保（以下「指定管理者候補

者選定等」という。）について、必要な事項

を審査する。 

 別表中３５の項を３６の項とし、２４の項から３４の項までを１項ずつ繰り下げ、

２３の項の次に次のように加える。 
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２４ 市長 

熊本市農商工 

連携等新商品 

開発事業審査 

会 

熊本市農商工連携等新商品開発事業助成金

の交付を受けるものを決定するため、提出

された事業計画書を審査する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表優秀技能功労者・優秀青年技能者表彰選考委員会委員の項の次に次のように

加える。 

農商工連携等新商品開発事業審査会委員 日額 １０，０００円 

別表放課後子どもプラン推進委員会委員の項の次に次のように加える。 

学校規模適正化検討委員会委員 日額 １０，０００円以内 

 

 （提出理由） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置する等のため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


